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さいたま市産業立地促進補助金交付要綱取扱要領  

（趣旨）  

第１条 この取扱要領は、さいたま市産業立地促進補助金交付要綱（平成１

７年さいたま市告示第９０８号。以下「要綱」という。）の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。  

（補助対象面積の算出）  

第２条 要綱第３条第１項第３号に掲げる法人税法施行令（昭和４０年政令

第９７号）第１３条第１号に規定する建物のうち研究開発機能、本社機能、

製造機能及び東日本の活動拠点機能の事業所等の新築、増築、改築又は取

得部分（以下、「新築等」という。）の床面積は、当該機能における専用

面積（自己の業務用に使用する事務室等の部分）と共用面積（ロビー、廊

下等の機能の維持に必要な施設として認められる部分）を合計したものを

いい、他に賃貸借する等の自己の業務用に使用するとは認められない部分

の床面積は含まない。  

（補助対象経費の算出）  

第３条 要綱第４条に規定する補助対象経費は、次の各号に掲げる額とする。 

⑴  前条に規定する補助対象面積の新築等に係る投下固定資本額（消費税

額及び地方消費税額は除く）。ただし、補助対象面積以外も合わせて新

築等する場合で、かつ、補助対象面積に係る投下固定資本額を区分でき

ない場合は、次のとおり面積按分で得た額。  

建物の新築等に係る投下固定資本額×前条に規定する補助対象面積  

建物の新築等に係る延床面積  

⑵  前号に規定する投下固定資本額以外で、研究開発機能、本社機能、製

造機能及び東日本の活動拠点機能の維持又は運営等のために新たに取得

した投下固定資本額（消費税額及び地方消費税額は除く）。  

（事業計画の確認に伴う提出書類）  

第４条 要綱第７条に規定する補助金の事業計画確認時における提出書類は、

次に掲げるものとする。  

⑴  産業立地促進補助金事業計画確認申請書（様式第１号）  
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⑵ 産業立地促進補助金事業計画書（様式第２号）  

⑶  企業概要書（様式第３号）  

⑷  補助対象予定面積算出表（様式第４号）  

⑸  補助対象予定経費算出表（様式第５号）  

⑹  その他市長が必要とする書類  

（事業計画の確認通知）  

第５条 要綱第８条第１項に規定する事業計画の確認通知は、次に掲げるも

のとする。  

⑴  事業計画が要綱に適合したとき  産業立地促進補助金事業計画確認通

知書（様式第６号） 

⑵  事業計画が要綱に適合しないとき 産業立地促進補助金事業計画不適

合通知書（様式第７号）  

（事業計画確認後の事業開始時期に関する承認に伴う提出書類）  

第６条 要綱第８条第３項第２号に規定する市長の承認における提出書類は、

産 業 立 地 促 進 補 助 金 事 業 計 画 確 認 後 の 事 業 開 始 時 期 に 関 す る 承 認 申 請 書

（様式第８号）を提出する。  

２ 市長は、前項の場合において、申請を承認したときは、産業立地促進補

助金事業計画確認後の事業開始時期に関する承認通知書（様式第９号）に

より通知する。  

（事業計画の変更及び取下げに伴う提出書類）  

第７条 要綱第９条第１項に規定する事業計画の変更における提出書類は、

次に掲げるものとする。  

⑴   産業立地促進補助金事業計画変更申請書（様式第１０号）  

⑵   第４条各号の書類のうち、計画変更に係るもの  

⑶   その他市長が必要とする書類  

２  要綱第９条第３項に規定する事業計画の取下げにおける提出書類は、産

業立地促進補助金事業計画申請取下書（様式第１１号）とする。  

（事業計画の変更に伴う確認通知）  

第８条 要綱第９条第２項に規定する通知は、次に掲げるものとする。  
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⑴ 変更した事業計画が要綱に適合したとき  産業立地促進補助金事業

計画変更確認通知書（様式第１２号） 

⑵  変更した事業計画が要綱に適合しないとき  産業立地促進補助金事業

計画変更不適合通知書（様式第１３号）  

（事業計画の承継に伴う提出書類）  

第９条 要綱第１０条第２項に規定する事業計画の承継の届出における提出

書類は、次に掲げるものとする。  

⑴  産業立地促進補助金事業承継届出書（様式第１４号）  

⑵  第４条各号の書類のうち、事業承継に係るもの  

⑶  その他市長が必要とする書類  

（企業の立地実績の報告及び補助金の交付申請に伴う提出書類）  

第１０条  要綱第１１条に規定する企業の立地実績の報告及び補助金の交付

申請における提出書類は、次に掲げるものとする。  

⑴  企業の立地実績報告及び産業立地促進補助金交付申請書（様式第１５

号）  

⑵  補助対象面積算出表（様式第１６号）  

⑶  補助対象経費算出表（様式第１７号）  

⑷  その他市長が必要とする書類  

（交付の決定及びその額の確定の通知）  

第１１条  要綱第１２条に規定する交付の決定及びその額の確定の通知は、

次に掲げるものとする。  

⑴  補助金を交付するとき  産業立地促進補助金交付決定及び交付額確定

の通知書（様式第１８号）  

⑵  補助金を交付しないとき  産業立地促進補助金不交付決定通知書（様

式第１９号）  

２  要綱第１２条３項により補助金を１０年に分割して交付する場合におい

て、分割した交付額に１，０００円未満の端数を生じたときは、その端数

は、初年度に係る分割交付額に合算するものとする。  

（交付申請の取下げに伴う提出書類） 
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第１２条  要綱第１４条第１項に規定する交付申請の取下げにおける提出書

類は、産業立地促進補助金交付申請取下書（様式第２０号）を提出する。 

 （交付の請求に伴う提出書類）  

第１３条  要綱第１５条に規定する交付の請求における提出書類は、次に掲

げるものとする。  

⑴  産業立地促進補助金交付請求書（様式第２１号）  

⑵  産業立地促進補助金交付決定及び交付額確定の通知書（様式第１８号）

の写し  

（交付決定等に基づく事業の変更等に伴う提出書類）  

第１４条  要綱第１７条第１項に規定する交付決定等に基づく事業の変更等

における提出書類は、次に掲げるものとする。  

⑴  産業立地促進補助金交付決定等事業変更承認申請書（様式第２２号） 

⑵  産業立地促進補助金交付決定等事業廃止承認申請書（様式第２３号） 

⑶  第１０条の提出書類のうち、変更又は廃止となる事業に関する書類  

⑷  その他市長が必要とする書類  

２  市長は、要綱第１７条第１項に基づいて事業の変更又は廃止を承認した

ときは、産業立地促進補助金交付決定等事業変更承認通知書（様式第２４

号）又は廃止承認通知書（様式第２５号）により通知する。要綱第１７条

第２項に基づいて交付決定等に条件を付すときも同様とする。  

３  市長は、要綱第１７条第２項に基づいて交付決定等の内容を変更すると

きは、一部取消しを行った交付決定の内容と変更後の交付決定の内容を、

産業立地促進補助金交付決定等取消通知書（様式第２６号）により通知す

る。  

（補助事業者の地位の承継に伴う提出書類）  

第１５条  要綱第１８条第１項に規定する補助事業者の地位の承継における

提出書類は、次に掲げるものとする。 

⑴  産業立地促進補助金補助事業者地位承継承認申請書（様式第２７号）  

⑵  第１０条の提出書類のうち、補助事業者の地位の承継に係るもの  

⑶  その他市長が必要とする書類  
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２ 市長は、要綱第１８条第１項に規定する補助事業者の地位の承継を承認

したときは、産業立地促進補助金補助事業者地位承継承認通知書（様式第

２８号）により通知する。  

 （交付決定等の取消しに伴う通知書）  

第１６条  要綱第１９条に規定する交付決定等の取消しを行うときは、産業

立地促進補助金交付決定等取消通知書（様式第２６号）により通知する。 

 （返還命令及び返還額）  

第１７条  要綱第２０条第１項に規定する返還命令を行うときは、産業立地

促進補助金返還命令書（様式第２９号）により通知する。  

２  要綱第１９条に基づき補助金の交付決定等の全部を取り消すときは、同

第１６条で交付している額（以下「既交付額」という。）の全額を返還額

とする。  

３  要綱第１９条に基づき補助金の交付決定等の一部を取り消すときは、返

還命令の対象となった減価償却資産（以下「返還対象資産」という。）ご

とに次の各号により算出された額の合計額を、既交付額のうち返還対象資

産に相当する補助金の額から減じた額を返還額とする。 

 ⑴  返還対象資産の耐用年数が事業継続義務期間（１０年）を超えている

とき  

事業を開始した日から返還事由発生までの日数×要綱第１２条に基づ  

１ ０年          く 補助 金 の 確定 額 のう

ち、返還対象資産に相

当する補助金の額  

⑵  返還対象資産の耐用年数が事業継続義務期間（１０年）を超えていな

いとき  

事業を開始した日から返還事由発生までの日数×要綱第１２条に基づ  

返還対象資産の耐用年数       く補助金の確定額のう  

                        ち、返還対象資産に相

当する補助金の額  

４  前２項の規定に基づき補助事業者の返還する額を算出することが適当で  
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ないと市長が認めるときは、この限りではない。  

（継続状況の報告に伴う提出書類）  

第１８条  要綱第２２条第１項に規定する継続状況の報告における提出書類

は、次に掲げるものとする。  

⑴  産業立地促進補助金継続状況報告書（様式第３０号）  

⑵  固定資産台帳及び減価償却明細書（初年度のみ）  

⑶  その他市長が必要とする書類  

（財産処分の承認に伴う提出書類）  

第１９条  要綱第２４条に規定する財産処分の承認における提出書類は、第

１４条によるものとする。  

（審査会の設置）  

第２０条  事業計画の確認その他これに関する重要事項を審査するため、さ

いたま市産業立地促進補助審査会（以下「審査会」という）を設置する。 

２  審査会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。  

附  則  

この取扱要領は、要綱の公布の日から施行する。  

   附  則  

 この取扱要領は、平成２１年４月１日から施行する。  

   附  則  

（施行期日）  

１ この取扱要領は、平成２６年７月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この取扱要領の改正後の規定は、さいたま市産業立地促進補助金交付要

綱の経過措置に準じて適用する。  

附 則  

 この取扱要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附  則  

この取扱要領は、平成２９年９月１５日から施行する。  

附 則  
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 この取扱要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附  則  

この取扱要領は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則  

この取扱要領は、令和５年４月１日から施行する。  

 


